
様式２  
様式第５号（条例施行規則第５条関係）  

 

事前周知結果報告書 
                           令和 ７年１０月 １日  

（宛先）  
大津市長 ○○ ○○ 様           

                     住 所 大津市琵琶一丁目１番１号  
               開発事業者 氏 名 株式会社琵琶開発       

                         代表取締役 琵琶 太一   
 
 次のとおり開発事業の施行に伴う事前周知を行ったので、大津市開発事業の手続及び基

準に関する条例第８条の規定により結果を報告します。  
 

 

開発事業区域の所在地 
 大津市開発一丁目字調整１１１番ほか４筆  

並びに上記地先大津市道、大津市法定外道路及び普通河川等  

 
開発事業の用途及び内容  分譲住宅用地４０区画及び隣接造成地１区画 

 
開 催 日 時   令和７年８月２５日 １９時～２０時 

 
開 催 場 所   大津市開発自治会館、戸別訪問 

 
出 席 者  周辺住民等３０（説明会６人、戸別訪問２４人）人 別紙参加者名簿 

 

説 明 会 の 概 要 

   
別紙のとおり 

 

出 席 者 の 意 見 

 

 別紙のとおり 

 

出席者の意見に対する措置 

 

 別紙のとおり 

 
 上記のとおりであることを確認する。 
    令和７年８月２５日 

                    周辺住民等の代表者  
                      住 所 大津市開発一丁目１０番１０号  
                      役職名・氏名 開発自治会 自治会長  
                                開発 太郎           

 

※ 周辺住民等の代表者の住所・役職名・氏名については、自筆であること。  

 

住所・役職名・氏名については、自筆。押印については任意である。 

戸別訪問の場合は別紙に記入すること。 

説明時の議事録を作成すること。 

(いつ、誰が、誰にどのような内容を説明し

たか明確に記入すること。) 

戸別訪問の場合も各説明者に対して 同様

の内容で議事録を作成すること。 

説明資料（案内、図面等）を添付すること。 

自己居住用住宅の場合は不要。 

※関係課の意見により求められることもある。 

自治連合会長、工事車両の通行経路の自治会等の代

表者等、必要な周知対象者について確認すること。 

※当市開発条例第５条に記載。 


